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○ 看護・介護職員連携強化加算 

問 42 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算

定できるのか。 

（答） 

   訪問看護費が算定されない月は算定できない。 

 

問 43 削除 

  

問 44 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。 

（答） 

   算定できない。 

 

問 45 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認し

た場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。 

（答） 

   算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を

行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は

訪問介護事業所との合議により決定されたい。 

 

問 46 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を

算定している必要があるのか。 

（答） 

  緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の

体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件と

しており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。 

  


